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新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛要請の延長について 

 

 日頃より新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みにご理解とご協力を賜り心より感

謝申し上げます。 

 沖縄県への新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急事態宣言が 9 月 30 日まで延長されまし

た。依然として、県内の感染者数が人口比で全国ワーストとなっており、海外諸国ではロックダ

ウン相当のレベルにあることや医療崩壊が現実化しつつあることへの強い危機感がその背景にあ

ります。 

 本町におきましても、子どもの健康と安全を守ること、及び感染のリスクを最小限に抑える

ため、保育所等を利用されている保護者の皆様に対し、登園自粛要請を延長いたします。育児休

業中、産前・産後、求職中、就労がお休みの日など、家庭保育が可能な場合はご協力いただきま

すようお願いいたします。 

記 

 

１．登園の自粛 

   保育施設等は、年齢によっては一定の距離を保つことが大変困難であり、その分感染リス

クは高いといえます。保護者の皆様においては、医療従事者等、社会生活の維持に必要なサ

ービスに従事する等、仕事を休むことが困難な保護者を除き、登園の自粛をお願いいたしま

す。家庭保育が難しい場合も、可能な限り早めのお迎えをお願いいたします。 

２．登園自粛要請期間 

   令和３年６月７日（月）～９月３０日（木） 

   （上記期間は状況により変更することがあります。） 

 ※ なお、登園自粛要請に応じて長期欠席となった場合でも、退所とはなりません。 

 

３．家庭保育した場合の保育料の取扱い 

   保育料（利用者負担額）【学童を含む】 

   登園しなかった日数に応じて日割り計算により減免いたします。（保育料等は通常通り

当月払いで納付していただき、翌々月分に充当または還付により減免いたします。） 

 ※ 園に直接保育料を支払っている方は、園にご確認ください。 

※ 上記の取り扱いについては、保育料等が発生している方が対象です。 

 ※ 副食費については、各園にご確認ください。 

 

【問い合わせ先】嘉手納町役場 子ども家庭課 保育支援係 TEL：956－1111（内線 123） 


